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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成28年9月29日(2016.9.29)

【公表番号】特表2015-527140(P2015-527140A)
【公表日】平成27年9月17日(2015.9.17)
【年通号数】公開・登録公報2015-058
【出願番号】特願2015-527968(P2015-527968)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｌ  15/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｌ  29/00     (2006.01)
   Ａ２３Ｂ   4/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｌ   15/00     　　　　
   Ａ６１Ｌ   29/00     　　　Ｚ
   Ａ２３Ｂ    4/00     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成28年8月5日(2016.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コーティングのバイオフラボノイド分が、少なくともナリンギンおよびネオヘスペリジ
ンを含む、バイオフラボノイドコーティングを有する合成高分子材料。
【請求項２】
　前記ナリンギンおよびネオヘスペリジンが共に、コーティングのバイオフラボノイド分
の少なくとも５０％、少なくとも７０％、少なくとも７５％、または、７５～８０％を構
成する、請求項１に記載の高分子材料。
【請求項３】
　前記コーティングのバイオフラボノイド分が、ネオエリオシトリン、イソナリンギン、
ヘスペリジン、ネオジオスミン、ナリンゲニン、ポンシリン、およびロイフォリンの群よ
り選択される１種またはそれより多くの化合物をさらに含む、請求項１または２に記載の
高分子材料。
【請求項４】
　前記バイオフラボノイドコーティングが、オレウロペインをさらに含む、請求項１～３
のいずれかに記載の高分子材料。
【請求項５】
　前記バイオフラボノイドコーティングが、サリチル酸をさらに含む、請求項１～４のい
ずれかに記載の高分子材料。
【請求項６】
　前記バイオフラボノイドコーティングが、１種またはそれより多くのフルーツ酸をさら
に含み、前記フルーツ酸が、クエン酸、乳酸、アスコルビン酸、およびリンゴ酸から選択
されてもよい、請求項９に記載の高分子材料。
【請求項７】
　フィルムの形態である、請求項１～６のいずれかに記載の高分子材料。
【請求項８】



(2) JP 2015-527140 A5 2016.9.29

　前記ポリマーが、ポリエチレンテレフタレート、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプ
ロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリ塩化ビニリデン、ポリエチレンビニルアル
コール、ポリエチレン酢酸ビニル、ネオプレン、ポリウレタン、ナイロン、ラテックス、
ニトリルゴム、またはシリコーンである、請求項１～７のいずれかに記載の高分子材料。
【請求項９】
　前記コーティングの厚さが、少なくとも５０ｎｍ、好ましくは７００～１３００ｎｍで
ある、請求項１～８のいずれかに記載の高分子材料。
【請求項１０】
　前記高分子材料上へのバイオフラボノイドコーティングの被覆率のパーセンテージが、
少なくとも５０％、好ましくは７０～１００％である、請求項１～９のいずれかに記載の
高分子材料。
【請求項１１】
　前記バイオフラボノイドコーティングの平均表面粗さが、少なくとも１００ｎｍ、好ま
しくは６００～１５００ｎｍである、請求項１～１０のいずれかに記載の高分子材料。
【請求項１２】
　高分子材料をコーティングするための、請求項１～６のいずれかに記載のバイオフラボ
ノイドコーティングの使用。
【請求項１３】
　前記高分子材料が請求項７または８に記載のものである、請求項１２に記載の使用。
【請求項１４】
　包装材としての、請求項１～１１のいずれかに記載の高分子材料の使用。
【請求項１５】
　前記包装材が、食品用包装材である、請求項１４に記載の高分子材料の使用。
【請求項１６】
　前記食品用包装材が肉用であり、前記肉がニワトリまたはシチメンチョウなどの鳥肉で
あってよい、請求項１５に記載の高分子材料の使用。
【請求項１７】
　前記食品用包装材が、柔らかい果実などの果実用である、請求項１５に記載の高分子材
料の使用。
【請求項１８】
　医療用デバイスとしての、請求項１～６または８のいずれかに記載の高分子材料の使用
。
【請求項１９】
　前記医療用デバイスが、カテーテルまたはカニューレである、請求項１８に記載の高分
子材料の使用。
【請求項２０】
　呼吸用マスクとしての、請求項８のいずれか一項に記載の高分子材料の使用。
【請求項２１】
　肉の酸化を予防するための、請求項１～１１のいずれかに記載の高分子材料の使用であ
って、前記肉がニワトリまたはシチメンチョウなどの鳥肉であってよい、上記使用。
【請求項２２】
　鳥肉用のナプキンとしての、請求項１～１１のいずれかに記載の高分子材料の使用。
【請求項２３】
　ｉ）高分子材料をプラズマ処理して、処理済み高分子材料を作製する工程；および
　ｉｉ）処理済み高分子材料に、請求項１～６のいずれかで定義されたバイオフラボノイ
ドコーティングを適用する工程
を含む、請求項１～１１のいずれかに記載の高分子材料の製造方法。
【請求項２４】
　工程ｉｉ）が、高分子材料をバイオフラボノイドコーティングの溶液に浸漬することを
含む、請求項２３に記載の方法。
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【請求項２５】
　工程ｉｉ）が、バイオフラボノイドコーティングの乾燥または湿潤したミストを高分子
材料に噴霧することを含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　工程ｉｉ）が、バイオフラボノイドコーティングで高分子材料を表面ブラストすること
を含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項２７】
　処理済みの高分子材料が、９５°未満、７５°未満、６０°未満、または、３５°～４
０°未満の水接触角を有する、請求項２３に記載の方法。
【請求項２８】
　前記プラズマ処理が大気圧での処理であり、前記大気圧での処理が、ヘリウムベース、
アルゴンベース、空気ベースであるか、またはヘリウムまたはアルゴンのいずれかと空気
との混合物でなされてもよい、請求項２３～２７のいずれかに記載の方法。
【請求項２９】
　前記プラズマ処理が、プラズマ浸漬イオン注入である、請求項２３～２７のいずれかに
記載の方法。
【請求項３０】
　請求項１～６のいずれかに記載のバイオフラボノイドコーティングを有する合成高分子
材料を含む包装された製品であって、前記高分子材料が、請求項７または８に記載のもの
であってよい、上記製品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１４】
　シートと接触した後にゲルマニウム結晶が除去されるため、シトロックス成分は表面上
に強く吸収されるか、またはポリスチレンシートのバルク層に拡散する。それゆえに、イ
ンキュベートおよび水で洗浄後に、シトロックス成分はポリスチレンシート中に残る。
　（結論）
●　プラズマ処理したポリスチレンシートは、より高レベルのシトロックスを含有する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１５】
（１）　コーティングのバイオフラボノイド分が、少なくともナリンギンおよびネオヘス
ペリジンを含む、バイオフラボノイドコーティングを有する合成高分子材料。
（２）　前記ナリンギンおよびネオヘスペリジンが共に、コーティングのバイオフラボノ
イド分の少なくとも５０％を構成する、（１）に記載の高分子材料。
（３）　前記ナリンギンおよびネオヘスペリジンが共に、コーティングのバイオフラボノ
イド分の少なくとも７０％を構成する、（２）に記載の高分子材料。
（４）　前記ナリンギンおよびネオヘスペリジンが共に、コーティングのバイオフラボノ
イド分の少なくとも７５％を構成する、（３）に記載の高分子材料。
（５）　前記ナリンギンおよびネオヘスペリジンが共に、コーティングのバイオフラボノ
イド分の７５％～８０％を構成する、（４）に記載の高分子材料。
（６）　前記コーティングのバイオフラボノイド分が、ネオエリオシトリン、イソナリン
ギン、ヘスペリジン、ネオジオスミン、ナリンゲニン、ポンシリン、およびロイフォリン
の群より選択される１種またはそれより多くの化合物をさらに含む、（１）～（５）のい
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ずれか一項に記載の高分子材料。
（７）　前記バイオフラボノイドコーティングが、オレウロペインをさらに含む、（１）
～（６）のいずれか一項に記載の高分子材料。
（８）　前記バイオフラボノイドコーティングが、サリチル酸をさらに含む、（１）～（
７）のいずれか一項に記載の高分子材料。
（９）　前記バイオフラボノイドコーティングが、１種またはそれより多くのフルーツ酸
をさらに含む、（１）～（８）のいずれか一項に記載の高分子材料。
（１０）　前記フルーツ酸が、クエン酸、乳酸、アスコルビン酸、およびリンゴ酸から選
択される、（９）に記載の高分子材料。
（１１）　フィルムの形態である、（１）～（１０）のいずれか一項に記載の高分子材料
。
（１２）　前記ポリマーが、ポリエチレンテレフタレート、ポリスチレン、ポリエチレン
、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリ塩化ビニリデン、ポリエチレンビ
ニルアルコール、ポリエチレン酢酸ビニル、ネオプレン、ポリウレタン、ナイロン、ラテ
ックス、ニトリルゴム、またはシリコーンである、（１）～（１１）のいずれか一項に記
載の高分子材料。
（１３）　前記ポリマーが、ポリエチレンテレフタレートである、（１２）に記載の高分
子材料。
（１４）　前記ポリマーが、ポリスチレンである、（１２）に記載の高分子材料。
（１５）　前記コーティングの厚さが、少なくとも５０ｎｍ、好ましくは７００～１３０
０ｎｍである、（１）～（１４）のいずれか一項に記載の高分子材料。
（１６）　前記高分子材料上へのバイオフラボノイドコーティングの被覆率のパーセンテ
ージが、少なくとも５０％、好ましくは７０～１００％である、（１）～（１５）のいず
れか一項に記載の高分子材料。
（１７）　前記バイオフラボノイドコーティングの平均表面粗さが、少なくとも１００ｎ
ｍ、好ましくは６００～１５００ｎｍである、（１）～（１６）のいずれか一項に記載の
高分子材料。
（１８）　高分子材料をコーティングするための、（１）～（１０）のいずれか一項に記
載のバイオフラボノイドコーティングの使用。
（１９）　前記高分子材料が、（１１）～（１４）のいずれか一項に記載のものである、
（１８）に記載の使用。
（２０）　包装材としての、（１）～（１７）のいずれか一項に記載の高分子材料の使用
。
（２１）　前記包装材が、食品用包装材である、（２０）に記載の高分子材料の使用。
（２２）　前記食品用包装材が、肉用である、（２１）に記載の高分子材料の使用。
（２３）　前記肉が、鳥肉である、（２２）に記載の高分子材料の使用。
（２４）　前記鳥肉が、ニワトリまたはシチメンチョウである、（２３）に記載の高分子
材料の使用。
（２５）　前記食品用包装材が、柔らかい果実などの果実用である、（２１）に記載の高
分子材料の使用。
（２６）　医療用デバイスとしての、（１）～（１０）または（１２）のいずれか一項に
記載の高分子材料の使用。
（２７）　前記医療用デバイスが、カテーテルまたはカニューレである、（２６）に記載
の高分子材料の使用。
（２８）　呼吸用マスクとしての、（１２）～（１４）のいずれか一項に記載の高分子材
料の使用。
（２９）　肉の酸化を予防するための、（１）～（１７）のいずれか一項に記載の高分子
材料の使用。
（３０）　前記肉が、鳥肉である、（２９）に記載の高分子材料の使用。
（３１）　前記鳥肉が、ニワトリまたはシチメンチョウである、（３０）に記載の高分子
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材料の使用。
（３２）　鳥肉用のナプキンとしての、（１）～（１７）のいずれか一項に記載の高分子
材料の使用。
（３３）　ｉ）高分子材料をプラズマ処理して、処理済み高分子材料を作製する工程；お
よび、ｉｉ）処理済み高分子材料に、（１）～（１０）のいずれか一項で定義されたバイ
オフラボノイドコーティングを適用する工程、を含む、（１）～（１７）のいずれか一項
に記載の高分子材料の製造方法。
（３４）　工程ｉｉ）が、高分子材料をバイオフラボノイドコーティングの溶液に浸漬す
ることを含む、（３３）に記載の方法。
（３５）　工程ｉｉ）が、バイオフラボノイドコーティングの乾燥または湿潤したミスト
を高分子材料に噴霧することを含む、（３３）に記載の方法。
（３６）　工程ｉｉ）が、バイオフラボノイドコーティングで高分子材料を表面ブラスト
することを含む、（３３）に記載の方法。
（３７）　処理済みの高分子材料が、９５°未満の水接触角を有する、（３３）に記載の
方法。
（３８）　前記水接触角が、７５°未満である、（３７）に記載の方法。
（３９）　前記水接触角が、６０°未満である、（３８）に記載の方法。
（４０）　前記水接触角が、３５°～４０°未満である、（３９）に記載の方法。
（４１）　前記プラズマ処理が、大気圧での処理である、（３３）～（４０）のいずれか
一項に記載の方法。
（４２）　前記大気圧での処理が、ヘリウムベース、アルゴンベース、空気ベースである
か、またはヘリウムまたはアルゴンのいずれかと空気との混合物でなされる、（４１）に
記載の方法。
（４３）　前記プラズマ処理が、プラズマ浸漬イオン注入である、（３３）～（４０）の
いずれか一項に記載の方法。
（４４）　（１）～（１０）のいずれか一項に記載のバイオフラボノイドコーティングを
有する合成高分子材料を含む包装された製品。
（４５）　前記高分子材料が、（１１）～（１４）のいずれか一項に記載のものである、
（４４）に記載の包装された製品。
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